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第１章 総則 

（趣旨） 



第１条 この条例は、卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）の規定に基づく

地方卸売市場として魚市場を設置し、その管理運営について必要な事項を定

めるものとする。 

（令２条例２７・一部改正） 

（業務運営の基本原則） 

第２条 市長は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、買受人その他

の卸売市場において売買取引を行う者（以下「取引参加者」という。）に対

して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。 

（令２条例２７・追加） 

（用語の意義） 

第３条 この条例において「卸売業務」とは、次条に規定する魚市場に出荷さ

れる第５条に定める魚介藻類について、その出荷者から卸売のための販売の

委託を受け、魚市場において卸売をする業務をいう。 

２ この条例において「卸売業者」とは、卸売業務を行うことについて、別の

定めにより市長の承認を受けた者をいう。 

３ この条例において「買受人」とは、卸売業者から第５条に規定する魚介藻

類を買受けする者をいう。 

（令２条例２７・旧第２条繰下・一部改正） 

（魚市場の名称、位置等） 

第４条 魚市場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。 

名称 位置 敷地面積 卸売場面積 

地方卸売市場

三沢市魚市場 

三沢市港町二丁目の一部 約１１，２００平

方メートル 

３，２７２平方メ

ートル 

（昭５８条例２０・平２１条例１１・平３１条例１５・一部改正、令

２条例２７・旧第３条繰下） 

（取扱品目） 

第５条 地方卸売市場三沢市魚市場（以下「魚市場」という。）において取り

扱う品目（以下「魚介藻類」という。）は、次のとおりとする。 

（１） 鮮魚介類 



（２） 塩干冷凍魚介類 

（３） 海藻類 

（４） その他の水産物 

（令２条例２７・旧第４条繰下・一部改正） 

（開場の期日） 

第６条 魚市場は、次に掲げる日を除き、毎日開場する。ただし、市長が必要

あると認めるときは、これを臨時に開場し、又は休場することができる。 

（１） 日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日 

（２） １２月３０日から翌年１月４日まで 

（平９条例４３・平２５条例３６・一部改正、令２条例２７・旧第５

条繰下・一部改正） 

（開場の時間） 

第７条 魚市場の開場時間は、午前６時から午後５時までとする。ただし、市

長が必要あると認めるときは、これを変更することができる。 

（平９条例４３・一部改正、令２条例２７・旧第６条繰下） 

第２章 卸売業者 

（卸売の相手方の制限の特例） 

第８条 卸売業者が、買受人以外の者に対して卸売できる場合は、次のとおり

とする。 

（１） 魚市場における入荷量が著しく多く、残品を生ずるおそれがあると

き。 

（２） 魚市場に出荷された魚介藻類が魚市場の買受人にとって品目又は品

質が特殊であるため残品を生ずるおそれがあるとき。 

（３） 魚市場の買受人に対して卸売をした後残品を生じたとき。 

（令２条例２７・旧第７条繰下・一部改正） 

（卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの承認） 

第９条 卸売業者は、自己の業務として行う卸売業務の相手方として買受けよ

うとするときは、市長の承認を受けなければならない。 



（令２条例２７・旧第８条繰下） 

（卸売業者の保証金） 

第１０条 卸売業者は、市長から卸売業務の承認を受けた日から１５日以内に

市長の定める様式による誓約書を添えて、保証金を納付した後でなければ卸

売業務を開始してはならない。 

２ 保証金の額は、市長が別に定める。 

３ 保証金は、滞納の使用料その他の債務の弁済に充当することができる。 

４ 保証金は、有価証券をもってこれに充てることができる。 

５ 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から６０日を経過した後でなけ

れば返還しない。ただし、特別の理由があると市長が認めた場合はこの限り

ではない。 

（令２条例２７・旧第９条繰下・一部改正） 

（卸売業務執行細則） 

第１１条 卸売業者は、卸売業務執行細則を定め、市長の承認を受けなければ

ならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 前項に規定する卸売業務執行細則には、次の各号に掲げる事項を定めなけ

ればならない。 

（１） 受託物品の引渡し、保管及び上場に関する事項 

（２） 販売条件の設定及び変更に関する事項 

（３） 委託の解除に関する事項 

（４） 委託者の負担すべき費用に関する事項 

（５） 売買仕切金及び仕切書に関する事項 

（６） 買受品代金に関する事項 

（７） 買受人の保証金に関する事項 

（８） 委託手数料に関する事項 

（９） 奨励金に関する事項 

（１０） 卸売業務の執行について委員会等を設ける場合は、これに関する

事項 

（１１） その他市長が必要と認める事項 



３ 卸売業者は、第１項の規定により定めた卸売業務執行細則を魚市場の見や

すい場所に掲示しなければならない。 

（令２条例２７・旧第１０条繰下） 

（卸売数量等の報告及び公表） 

第１２条 卸売業者は、毎開場日、取扱いした魚介藻類の卸売数量、卸売金額

（消費税額及び地方消費税額を含む。）等を市長に報告しなければならない。 

２ 卸売業者は、毎月１０日までに前月分の卸売をした物品の数量及び卸売金

額（せり売り、入札又は相対取引に係る価格にその１０パーセントに相当す

る金額を上乗せした金額をいう。以下同じ。）を市長に報告しなければなら

ない。 

３ 卸売業者は、毎開場日、販売開始時刻までに、その日の主要な魚介藻類の

卸売予定数量及び前開場日に卸売された主要な魚介藻類の数量及びその卸売

価格を当該魚市場内に掲示するとともに市長に報告しなければならない。 

４ 卸売業者は、その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等

がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額（第２４

条の規定によりその条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限

る。）を公表するものとする。 

５ 市長は、前４項の報告のほか、卸売業務について必要な報告を求めること

ができる。 

（平元条例３４・平９条例４３・平２５条例３６・平３１条例１５・

一部改正、令２条例２７・旧第１１条繰下・一部改正） 

（取扱数量等の公表） 

第１３条 市長は、前条第１項及び第３項の報告に基づき、市場における毎開

場日の卸売予定数量並びに卸売数量及び卸売金額を公表するものとする。 

（令２条例２７・追加） 

（卸売業者の事業報告書の作成等） 

第１４条 卸売業者は、事業年度ごとに卸売市場法施行規則（昭和４６年農林

省令第５２号）別記様式第２号により事業報告書を作成し、当該事業年度経

過後９０日以内に市長に提出しなければならない。 



２ 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告

書のうち合計賃借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、１年間主たる

事務所に備えて置かなければならない。 

３ 卸売業者は、当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販

売の委託をした者から前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは、次

に掲げる場合を除きこれを拒んではならない。 

（１） 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込み

がないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合 

（２） 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認

する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合 

（３） 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合 

（令２条例２７・追加） 

（調査） 

第１５条 市長は、必要があると認めるときは、卸売業者の業務に関する帳簿

書類及びその他の物件を調査することができる。 

２ 前項の規定により調査する職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関

係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（令２条例２７・旧第１３条繰下） 

（委託販売拒否の禁止） 

第１６条 卸売業者は、正当な理由がなければ委託販売を拒んではならない。 

（令２条例２７・旧第１４条繰下） 

（出荷者への通知） 

第１７条 卸売業者は、受託物品を受領したときは出荷者に対し、直ちにその

魚介藻類の種類、数量、品質及び受領日時を通知しなければならない。ただ

し、受領の翌日までに売買仕切書を交付する場合は、この限りでない。 

（令２条例２７・旧第１５条繰下・一部改正） 

（条例等の違反に対する勧告） 

第１８条 市長は、卸売業者がこの条例に基づく市長の処置又は卸売業務執行

細則に違反すると認められるときは、必要な改善処置をとることを勧告する



ことができる。 

（令２条例２７・旧第１６条繰下） 

第３章 買受人 

（買受人の承認及び承認の取消し） 

第１９条 買受人になろうとする者は、卸売業者を通じて、別の定めにより市

長の承認を受けなければならない。 

２ 前項の買受人の分類は、市長が別に定める。 

３ 市長は、別の定めにより、その承認を取り消し、又は期間を定めて業務の

停止を命ずることができる。 

（令２条例２７・旧第１７条繰下・一部改正） 

（承認書及び買受人章） 

第２０条 市長は、前条の承認をしたときは、承認書及び買受人章を交付しな

ければならない。 

２ 買受人は、魚市場においては前項の買受人章を着用しなければならない。 

３ 第１項の承認書の交付を受けた者が承認書を紛失又は損傷したときは、直

ちにその理由を付して再交付の申請をし、再交付を受けなければならない。 

（令２条例２７・一部改正） 

（買受人の禁止行為） 

第２１条 買受人は、魚市場において次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 魚介藻類の販売の委託を受けること。 

（２） 魚介藻類を卸売業者以外から買い受けること。 

２ 買受人は、前条の承認書及び買受人章を貸与し、又は譲渡してはならない。 

（令２条例２７・一部改正） 

第４章 業務 

（売買取引の原則） 

第２２条 取引参加者は、公正かつ効率的に売買取引を行わなければならない。 

（令２条例２７・追加） 

（卸売業者の差別的取扱いの禁止） 

第２３条 卸売業者は、出荷者又は買受人に対して、不当に差別的な取扱いを



してはならない。 

（令２条例２７・追加） 

（売買取引の条件の公表） 

第２４条 卸売業者は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その

他の適切な方法により、公表しなければならない。 

（１） 営業日及び営業時間 

（２） 取扱品目 

（３） 生鮮食料品等の引渡しの方法 

（４） 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が

負担する費用の種類、内容及びその額 

（５） 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法 

（６） 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額（その交付の

基準を含む。） 

（令２条例２７・追加） 

（売買取引の方法） 

第２５条 卸売業者は、魚市場において行う魚介藻類の卸売については、せり

売り又は入札の方法によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、相対による取引の方法（１の卸売業者と１の卸売の相手方が個

別に売買取引を行う方法をいう。）によることができるものとする。 

（１） 災害が発生したとき。 

（２） 入荷が遅延したとき。 

（３） 卸売の相手方が少数であるとき。 

（４） せり売り又は入札の方法により卸売に付しても買受人がないとき又

は卸売により生じた残品の卸売をするとき。 

（５） 卸売業者と買受人との間において、あらかじめ締結した契約に基づ

き確保した魚介藻類の卸売をするとき。 

（６） 第８条の規定により買受人以外の者に対して卸売をするとき。 

（７） やむを得ない理由により通常の卸売の開始の時刻以前に卸売をする

とき。 



２ 卸売業者が、魚市場において行う卸売に係る価格については、消費税及び

地方消費税を含まない額とする。 

（平１２条例１８・全改、令２条例２７・一部改正） 

（指値等のある受託物品） 

第２６条 卸売業者は、受託物品に指値（消費税額及び地方消費税額を含まな

い。以下同じ。）がある場合には、販売前にその旨を買受人に表示しなけれ

ばならない。 

２ 前項の表示をしなかったときは、卸売業者は、指値をもって買受人等に対

抗することができない。 

（平元条例３４・平９条例４３・一部改正） 

（売買取引の単位及び売買の呼値） 

第２７条 売買取引の単位は重量（キログラム）による。ただし、重量による

ことが困難なものについては、個数又は尾数によることができる。 

２ 売買取引の呼値は、金額（消費税額及び地方消費税額を含まない。以下同

じ。）（円）による。 

（平元条例３４・平９条例４３・一部改正） 

（委託手数料） 

第２８条 卸売業者が、魚市場における卸売のための販売の引受けについて、

その委託者から収受する委託手数料は卸売金額の１００分の１２以内とする。 

２ 委託手数料は、販売金額（消費税額及び地方消費税額を含む。）から控除

するものとする。 

（平９条例４３・全改） 

（卸売物品の引取り） 

第２９条 売買が成立したとき、買受人は、直ちにその買受品を引取らなけれ

ばならない。 

２ 買受人が買受品の引取りを怠ったと認めるときは、卸売業者は、買受人の

費用でその買受品を保管し、又は催告しないで売買を解除して他の者に再卸

売することができる。 

３ 卸売業者は、前項の規定により、他の者に卸売した場合において、その卸



売価格（せり売り、入札又は相対取引に係る価格にその１０パーセントに相

当する金額を上乗せした価格をいう。以下同じ。）が前項の買受人に対する

卸売価格より低いときは、その差額をその買受人に請求することができる。 

（平元条例３４・平９条例４３・平２５条例３６・平３１条例１５・

一部改正、令２条例２７・旧第３０条繰上・一部改正） 

（売買仕切書の交付及び仕切金の支払い） 

第３０条 卸売業者は、受託物品を販売したときは、当該委託者に対して、そ

の販売をした日から２日以内に、その売買仕切書を交付し、及び売買仕切金

（消費税額及び地方消費税額を含む。）の支払いについては、１０日以内に

支払わなければならない。ただし、売買仕切書又は売買仕切金の送付につい

て特約のある場合は、この限りでない。 

２ 卸売業者は、前項の仕切金を、現金又は口座振替その他の送金の方法によ

り支払わなければならない。 

３ 第１項の売買仕切書には、当該卸売をした品目、数量、価格（せり売り、

入札又は相対取引に係る価格をいう。以下同じ。）、数量と価格の積の合計

額及び当該合計額の１０パーセントに相当する金額を記載しなければならな

い。 

（平９条例４３・全改、平２５条例３６・平３１条例１５・一部改正、

令２条例２７・旧第３１条繰上・一部改正） 

（買受品代金の支払い） 

第３１条 売買取引により魚介藻類の買受けをした者は、その代金（せり売又

は入札によって買受けた場合にあっては買受けた額にその１０パーセントに

当たる額を加えた額、その他の場合にあっては消費税額及び地方消費税額を

含む額とする。）を当該魚介藻類の引渡しを受け、卸売業者からの請求があ

った日から卸売業者の定めた支払期限までに、卸売業者に対して支払わなけ

ればならない。ただし、卸売業者が、市長の承認を受けて特別に定めたとき

は、この限りでない。 

２ 前項の規定による支払いは、現金、送金その他の方法により行わなければ

ならない。ただし、卸売業者が市長の承認を受けて特別に定めたときは、こ



の限りでない。 

（平元条例３４・平９条例２７・平９条例４３・平２５条例３６・平

３１条例１５・一部改正、令２条例２７・旧第３２条繰上・一部改正） 

（売買の差止め） 

第３２条 市長は、売買取引が次の各号のいずれかに該当するときは、その売

買に対し、差止め又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。 

（１） せり又は入札の場合に談合その他不正の行為があると認めるとき。 

（２） 不当な価格を生じたとき、又は生ずるおそれがあると認めるとき。 

（３） その他売買取引上不適当と認めるとき。 

（令２条例２７・旧第３３条繰上・一部改正） 

第５章 施設の使用及び管理 

（使用開始の届出） 

第３３条 卸売業者は、卸売業務で魚市場の用地及び建物等（以下「施設」と

いう。）を使用する場合は、別に定めるところにより市長にその旨を届け出

るものとする。 

（令２条例２７・追加） 

（市場使用料） 

第３４条 魚市場の使用料（消費税額及び地方消費税額を含む。以下同じ。）

及びその納期限は、別表に定めるとおりとする。 

（平９条例４３・一部改正、令２条例２７・旧第３８条繰上・一部改

正） 

（費用の負担） 

第３５条 次の各号に掲げる費用は、卸売業者の負担とする。 

（１） 電気、電話、ガス、上下水道及び暖房設備の使用に要する費用 

（２） 汚物及びごみ処理に要する費用 

（３） その他卸売業者の負担が適当と市長が認める費用 

（令２条例２７・旧第４１条繰上・一部改正） 

（使用廃止の届出） 

第３６条 施設の使用者が、使用を廃止しようとするときは、廃止の日の６０



日前までに市長に届け出なければならない。 

（令２条例２７・旧第４２条繰上・一部改正） 

（原状回復の義務） 

第３７条 卸売業者は、その業務を終えたとき、直ちに使用した施設を原状に

回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由によりその義

務を免除したときはこの限りでない。 

２ 卸売業者が、前項の規定により義務を履行しないときは、市長がこれを代

行し、卸売業者からその費用を徴収する。 

（令２条例２７・旧第４３条繰上・一部改正） 

（損害賠償） 

第３８条 施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示に従ってこれを原状

に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の

理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。 

（令２条例２７・旧第４４条繰上） 

（入場の許可及び条件） 

第３９条 魚市場に入場しようとする者は、次の各号に掲げる者を除き、市長

の許可を受けなければならない。 

（１） 出荷者 

（２） 卸売業者 

（３） 買受人 

（４） その他市長が認めるもの 

２ 市長は、入場許可について必要があると認めるときは、条件を付けること

ができる。 

（令２条例２７・旧第４５条繰上） 

（入場許可の取消し等） 

第４０条 市長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、入場の許可を取消し、又はその停止を命ずることができる。 

（１） この条例又はこの条例に基づく規則若しくは入場許可の条件に違反

したとき。 



（２） 公益上その他特別の理由によるとき。 

（令２条例２７・旧第４６条繰上） 

（清潔の保持） 

第４１条 卸売業者は、施設を清掃し、常に清潔の保持に努めなければならな

い。 

（令２条例２７・旧第４７条繰上・一部改正） 

（秩序保持） 

第４２条 市長は、職員を魚市場の秩序保持にあたらせ、魚市場の運営に支障

のないようにしなければならない。 

２ 市長は、魚市場の秩序保持のため必要があると認めるときは、取引参加者

に対し、指導及び助言、是正の求めその他の措置をとることができる。 

３ 魚市場の秩序保持にあたる職員は、その身分を示す証明書を携帯しなけれ

ばならない。 

（令２条例２７・追加） 

（搬入の禁止） 

第４３条 市長は、公益上又は衛生保持上必要があると認めるときは、魚介藻

類の搬入を禁じ、又は魚市場外に撤去を命ずることができる。 

（令２条例２７・旧第４８条繰上） 

第６章 魚市場運営審議会 

（平１８条例３７・旧第６章繰下、令２条例２７・旧第７章繰上） 

（設置） 

第４４条 魚市場の公正かつ円滑な運営を図るため、地方卸売市場三沢市魚市

場運営審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（令２条例２７・旧第４９条繰上） 

（職務） 

第４５条 審議会は、市長の諮問により魚市場の運営について審議し、その結

果を市長に答申する。 

（令２条例２７・旧第５０条繰上） 

（組織） 



第４６条 審議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者のうちか

ら市長がこれを委嘱する。 

（１） 卸売業者、買受人及び出荷者 

（２） 学識経験者 

（３） その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の委員の定数は、１０人以内とする。 

（昭５９条例３８・一部改正、令２条例２７・旧第５１条繰上・一部

改正） 

（任期） 

第４７条 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（令２条例２７・旧第５２条繰上・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第４８条 審議会に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。 

３ 会長は、審議会を代表し、会議の議長となる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその

職務を代理する。 

（令２条例２７・旧第５３条繰上・一部改正） 

（審議会） 

第４９条 審議会は、市長の諮問に応じて会長が招集する。 

（令２条例２７・旧第５４条繰上・一部改正） 

（その他の事項） 

第５０条 審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。 

（令２条例２７・旧第５５条繰上） 

第７章 雑則 

（平１８条例３７・旧第７章繰下、令２条例２７・旧第８章繰上） 

（委任） 

第５１条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。 



（令２条例２７・旧第５６条繰上） 

附 則 

この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則（昭和５６年条例第２８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５８年条例第２０号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和５９年条例第３８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年条例第３４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の地方卸売市場三沢市魚市場条例別表の規定（卸売

業務以外の使用を除く。）は、平成元年４月分の使用料から適用し、同年３

月分までの使用料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係る使用

料については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の地方卸売市場三沢市魚市場条例別表の規定（卸売

業務以外の使用を除く。）は、平成９年４月分の使用料から適用し、同年３

月分までの使用料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係る使用

料については、なお従前の例による。 

附 則（平成９年条例第４３号） 

この条例は、平成９年７月１日から施行する。 



附 則（平成１０年条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１２年条例第１８号） 

この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年条例第３４号） 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２９条の改正規定は、平成

２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成１８年条例第３７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第３６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定（卸売業務以外の使用を除く。）は、平成２６年４月

分の使用料から適用し、同年３月分までの使用料については、なお従前の例

による。 

３ この条例の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係る使用

料については、なお従前の例による。 

附 則（平成３１年条例第１５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年７月１日から施行する。ただし、第１１条第２項、

第３０条第３項、第３１条第２項、第３２条及び別表の改正規定は、平成３

１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別表の改正規定の施行の際現に受けている卸売業務以外の使用の許可に係

る使用料については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年条例第１２号） 



この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の第９条第１項に規定する保証金（以下「旧

条例保証金」という。）を納付している者が、引き続き改正後の第３条第２

項の規定による承認を受けて保証金を納付する場合においては、当該旧条例

保証金は、改正後の第１０条第１項に規定する保証金とみなす。 

３ この条例の施行の際現に改正前の第３５条の規定により許可を受けた者は、

改正後の第３３条の規定による届出をしたものとみなす。 

別表（第３４条関係） 

（平元条例３４・全改、平９条例２７・平９条例４３・平１０条例６・

平２５条例３６・平３１条例１５・令２条例２７・一部改正） 

種別 区分 使用料 納期限 納付者 

魚 市

場 使

用料 

鮮魚介類 毎月の卸売価格の１，０

００分の５相当額 

翌月２０

日 

卸売業者 

塩干冷凍魚介類 

その他 

毎月の卸売価格の１，０

００分の３相当額 

翌月２０

日 

卸売業者 

備考 １円未満は、切り捨てるものとする。 

 


